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(57)【要約】
【課題】亜硝酸型硝化工程を採用した脱窒方法において
、亜硝化槽におけるスケール発生を防止するスケール防
止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法を提供すること。
【解決手段】アンモニア性窒素を含有する有機性原水１
０を亜硝化槽４に導入し、アンモニア性窒素をアンモニ
ア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する亜硝酸
型硝化工程と、前記亜硝化槽からの流出水１２を脱窒す
る脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、
亜硝酸槽４の前段に有機性原水中のリン成分の一部を凝
集沈殿させる前処理工程を設け、亜硝化槽４への流入水
中のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積
を８×１０－８以下に抑制する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンモニア性窒素を含有する有機性原水を亜硝化槽に導入し、アンモニア性窒素をアン
モニア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する亜硝酸型硝化工程と、前記亜硝化槽
からの流出水を脱窒する脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、
　亜硝酸槽の前段に有機性原水中のリン成分の一部を凝集沈殿させる前処理工程を設け、
亜硝化槽への流入水中のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－

８以下に抑制することにより、亜硝化槽におけるスケール発生を防止することを特徴とす
るスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法。
【請求項２】
　亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度を測定し、有機性原水の性状によって事前に決定さ
れるアンモニア性窒素・マグネシウムとの濃度積が８×１０－８以下となるように凝集剤
の注入量を制御することを特徴とする請求項１記載のスケール防止を織り込んだ有機性原
水の脱窒方法。
【請求項３】
　亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度およびアンモニア性窒素濃度を測定し、有機性原水
の性状によって事前に決定されるマグネシウムとの濃度積が８×１０－８以下となるよう
に凝集剤の注入量を制御することを特徴とする請求項１記載のスケール防止を織り込んだ
有機性原水の脱窒方法。
【請求項４】
　アンモニア性窒素を含有する有機性原水を亜硝化槽に導入し、アンモニア性窒素の一部
をアンモニア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する亜硝酸型硝化工程と、前記亜
硝化槽からの流出水を脱窒する脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、
　亜硝酸槽の前段に有機性原水中のリン成分の一部を凝集沈殿させる前処理工程を設け、
亜硝化槽の槽内水のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウム・水酸化物イオンの濃度積
を8×１０－１４以下に抑制することにより、亜硝化槽におけるスケール発生を防止する
ことを特徴とするスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法。
【請求項５】
　亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度およびアンモニア性窒素濃度を測定するとともに、
亜硝化槽の槽内水のｐＨを測定し、有機性原水の性状によって事前に決定されるマグネシ
ウム濃度との積が8×１０－１４以下となるようにリン成分を凝集制御する制御手段を備
えることを特徴とする請求項４記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法。
【請求項６】
　亜硝酸型硝化工程が、アンモニア性窒素の一部をアンモニア酸化細菌の作用により亜硝
酸性窒素に酸化する部分亜硝化工程であり、
　脱窒工程が、亜硝酸性窒素を電子受容体とし、残存したアンモニア性窒素を電子供与体
として独立栄養微生物の作用により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化反応工程
であることを特徴とする請求項１～５の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有機性
原水の脱窒方法。
【請求項７】
　脱窒工程が、亜硝酸性窒素を電子受容体とし、有機物を電子供与体として用いて脱窒細
菌の作用により窒素ガスを発生させる通常脱窒工程であることを特徴とする請求項１～５
の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法。
【請求項８】
　前処理工程が、凝集混和工程と沈降分離工程とからなることを特徴とする請求項１～７
の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法。
【請求項９】
　前処理工程が、凝集混和工程と、ろ過工程とからなることを特徴とする請求項１～７の
何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 2010-479 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明はスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、窒素含有液の脱窒方法としては、アンモニア性窒素をアンモニア酸化細菌の働き
により亜硝酸性窒素に酸化し、さらに亜硝酸性窒素を亜硝酸酸化細菌により硝酸性窒素に
酸化する硝化工程と、これらの亜硝酸性窒素および硝酸性窒素を従属栄養細菌である脱窒
細菌によりメタノール等の有機物を電子供与体として利用して窒素ガスにまで転換する脱
窒工程との２段階の生物反応を経る生物学的硝化脱窒法が一般的であった。このような従
属栄養細菌を利用する硝化脱窒処理では、アンモニア性窒素が亜硝酸を経て硝酸性窒素に
なるまで硝酸化するため、多くの曝気動力が必要となる欠点があった。
【０００３】
　前記欠点を克服する手段として、アンモニア性窒素の一部を残存させる亜硝酸型硝化工
程と、嫌気条件下でアンモニア性窒素を電子供与体、亜硝酸性窒素を電子受容体として両
者を反応させ、窒素ガスを生成させる脱窒工程とからなる脱窒方法が開示されている（特
許文献１）。
【０００４】
　しかし、亜硝酸型硝化を行う原水が有機性原水の場合、原水の性状によっては亜硝酸型
硝化工程で使用する亜硝化槽の配管や散気板等へスケール成分が付着してしまい、目詰ま
りにより曝気装置の運転に支障をきたす問題があった。
【特許文献１】特開２００６－８８０９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、亜硝酸型硝化工程を採用した脱窒方法において、亜硝化槽におけるス
ケール発生を防止するスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者はこの課題を解決するために研究を重ねた結果、スケールはリン酸マグネシウ
ムアンモニウム粒子（ＭＡＰ粒子）析出に由来するものであること、及び、亜硝化槽への
流入水中のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積が一定値を超えない場合に
はスケール発生は生じないことを究明した。上記の知見に基づいてなされた本発明は、ア
ンモニア性窒素を含有する有機性原水を亜硝化槽に導入し、アンモニア性窒素をアンモニ
ア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する亜硝酸型硝化工程と、前記亜硝化槽から
の流出水を脱窒する脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、亜硝化槽の前段
に有機性原水中のリン成分の一部を凝集沈殿させる前処理工程を設け、亜硝化槽への流入
水中のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－８以下に抑制する
ことにより、亜硝化槽におけるスケール発生を防止することを特徴とするものである。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒
方法において、亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度を測定し、有機性原水の性状によって
事前に決定されるアンモニア性窒素・マグネシウムとの濃度積が８×１０－８以下となる
ように凝集剤の注入量を制御することを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒
方法において、亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度およびアンモニア性窒素濃度を測定し
、有機性原水の性状によって事前に決定されるマグネシウムとの濃度積が８×１０－８以
下となるように凝集剤の注入量を制御することを特徴とするものである。　
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【０００９】
　請求項４に記載の発明は、アンモニア性窒素を含有する有機性原水を亜硝化槽に導入し
、アンモニア性窒素の一部をアンモニア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する亜
硝酸型硝化工程と、前記亜硝化槽からの流出水を脱窒する脱窒工程とからなるスケール防
止を織り込んだスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法において、亜硝酸槽の前
段に有機性原水中のリン成分の一部を凝集沈殿させる前処理工程を設け、亜硝化槽の槽内
水のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウム・水酸化物イオンの濃度積を8×１０－１

４以下に抑制することにより、亜硝化槽におけるスケール発生を防止することを特徴とす
るものである。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項４記載のスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒
方法において亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度およびアンモニア性窒素濃度を測定する
とともに、亜硝化槽の槽内水のｐＨを測定し、有機性原水の性状によって事前に決定され
るマグネシウム濃度との積が8×１０－１４以下となるように凝集剤の注入量を制御する
ことを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有
機性原水の脱窒方法において、亜硝酸型硝化工程が、アンモニア性窒素の一部をアンモニ
ア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する部分亜硝化工程であり、脱窒工程が、亜
硝酸性窒素を電子受容体とし、残存したアンモニア性窒素を電子供与体として独立栄養微
生物の作用により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化反応工程であることを特徴
とするものである。
【００１２】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～５の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有
機性原水の脱窒方法において、脱窒工程が、亜硝酸性窒素を電子受容体とし、有機物を電
子供与体として用いて脱窒細菌の作用により窒素ガスを発生させる通常脱窒工程であるこ
とを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有
機性原水の脱窒方法において、前処理工程が、凝集混和工程と沈降分離工程とからなるこ
とを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～７の何れかに記載のスケール防止を織り込んだ有
機性原水の脱窒方法において、前処理工程が、凝集混和工程と、ろ過工程とからなること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に係るスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法では、亜硝酸型硝化工
程と脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、亜硝酸槽の前段に有機性原水中
のリン酸の一部を凝集沈殿させる前処理工程を設け、亜硝化槽への流入水中のリン酸・ア
ンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－８以下に抑制することにより、亜硝
化槽におけるＭＡＰ粒子析出によるスケール発生を防止することが可能となる。なお、Ｍ
ＡＰ粒子は、液中のマグネシウム、アンモニウム、リン、水酸化物イオンが以下のような
形態で反応し生成されると考えられ、リン、アンモニア、マグネシウム、水酸化物イオン
の各モル濃度を掛け合わせた濃度（[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋][ ＯＨ－]；[　

]内単位はｍｏｌ／リットル、以下「イオン積」と称す）が、ＭＡＰの溶解度積以上とな
ることにより生じるものである。
【００１６】
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【化１】

【００１７】
　請求項２の発明のように、亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度を測定し、有機性原水の
性状によって事前に決定されるアンモニア性窒素・マグネシウムとの濃度積が８×１０－

８以下となるように凝集剤の注入量を制御し、亜硝化槽への流入水中のリン酸・アンモニ
ア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－８以下とすることにより、亜硝酸型硝化工
程での曝気に起因して亜硝化槽内水の炭酸イオンや重炭酸イオン等の無機炭素が二酸化炭
素ガスに変化し、ｐＨが上昇した場合であっても亜硝化槽内水中のリン、アンモニア、マ
グネシウム、水酸化物イオンのイオン積をＭＡＰの溶解度積より小さく抑えることが可能
となり、亜硝化槽におけるＭＡＰ析出によるスケール発生を防止することが可能となる。
【００１８】
　請求項３の発明のように、亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度およびアンモニア性窒素
濃度を測定し、有機性原水の性状によって事前に決定されるマグネシウムとの濃度積が８
×１０－８以下となるように凝集剤の注入量を制御し、亜硝化槽への流入水中のリン酸・
アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－８以下とすることにより、制御精
度が向上し、凝集剤添加量の添加量を抑え過剰添加を防止することができる。
【００１９】
　請求項４に係るスケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法では、亜硝酸型硝化工
程と脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、前処理工程としてリン成分の一
部を凝集沈殿させ、亜硝酸槽の前段に有機性原水中のリン成分の一部を凝集沈殿させる前
処理工程を設け、亜硝化槽の槽内水のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウム・水酸化
物イオンの濃度積を８×１０－１４以下に抑制することにより、亜硝化槽におけるＭＡＰ
粒子析出によるスケール発生を防止することが可能となる。
【００２０】
　請求項５の発明のように、亜硝化槽への流入水中のリン酸濃度およびアンモニア性窒素
濃度を測定するとともに、亜硝化槽の槽内水のｐＨを測定し、有機性原水の性状によって
事前に決定されるマグネシウム濃度との積が8×１０－１４以下となるように凝集剤の注
入量を制御し、亜硝化槽の槽内水のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウム・水酸化物
イオンの濃度積を８×１０－１４以下とすることにより、制御精度を更に向上させること
ができる。
【００２１】
　請求項８または９に記載の発明のように、前処理工程を凝集混和工程と沈降分離工程と
からなる前処理工程、又は、凝集混和工程とろ過工程とからなる前処理工程のうち少なく
とも何れかの前処理工程とすることにより、ＳＳ成分や凝集されたリン成分を確実に除去
することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
（第１の実施形態）
　図１は本発明を実施するのに好適な装置の一例を示す構成図である。図１に示す本発明
を実施する装置は急速凝集混和槽１と、緩速凝集混和槽２と、沈殿槽３と、亜硝化槽４と
、嫌気性アンモニア酸化反応槽５と、リン酸濃度計７ａと、制御装置８と、凝集剤注入ポ
ンプ９と、から構成される。図１は凝集混和槽１、２を並列に配設しているが、凝集混和
槽は２槽に限定されるものではなく１槽以上あればよい。
【００２３】
　急速凝集混和槽１に導入する有機性原水とは、例えば、下水処理場で発生する汚泥返流
水等であって、比較的高濃度のリン酸イオン（Pとして３０～１５０ｍｇ／Ｌ）とアンモ
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ニウムイオン（Nとして５００～１５００ｍｇ／Ｌ）を含み、更にマグネシウムイオン（
５～１５ｍｇ／Ｌ）が共存する有機性原水である。
【００２４】
　本発明は、亜硝酸型硝化工程と脱窒工程とからなる有機性原水の脱窒方法において、亜
硝化槽の前段に有機性原水中のリン成分の一部を凝集沈殿させる前処理工程を設け、亜硝
化槽への流入水中のリン酸・アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－８以
下に抑制することにより、亜硝化槽におけるスケール発生を防止することを特徴とするス
ケール防止を織り込んだ有機性原水の脱窒方法であり、本実施形態では、特に、アンモニ
ア性窒素の一部をアンモニア酸化細菌の作用により亜硝酸性窒素に酸化する部分亜硝化工
程と、亜硝酸性窒素を電子受容体とし残存したアンモニア性窒素を電子供与体として独立
栄養微生物の作用により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化反応工程とからなる
有機性原水の脱窒方法において、亜硝化槽４の前段に有機性原水中のリン成分の一部を凝
集沈殿させる前処理工程を設けた実施形態について説明する。
【００２５】
　亜硝酸性窒素を電子受容体とし残存したアンモニア性窒素を電子供与体として独立栄養
微生物の作用により窒素ガスを発生させる嫌気性アンモニア酸化反応工程とは、アナモッ
クス菌と呼ばれる独立栄養性脱窒微生物を利用する嫌気性アンモニア酸化反応工程である
。
【００２６】
　嫌気性アンモニア酸化反応工程を行う嫌気性アンモニア酸化槽６には、図示しないアナ
モックス菌の菌体が保持されている。
【００２７】
　アナモックス菌による嫌気性アンモニア酸化反応を利用した嫌気性アンモニア酸化反応
工程では、以下の反応によってアンモニア性窒素と亜硝酸性窒素が窒素ガス（N2）に分解
されると考えられている。
【００２８】
【化２】

【００２９】
　すなわち、上記嫌気性アンモニア酸化反応工程で効率よく脱窒を行うためには、嫌気性
アンモニア酸化反応工程に導入する被処理水中のアンモニア性窒素と亜硝酸性窒素の含有
比率がNO２－/ NH４＋=０．５７/０．４３=１．３２である事が望ましく、前工程である
部分亜硝化工程を経た亜硝化槽流出水１４が当該含有比率となるように、亜硝化槽４での
曝気量を制御する。
【００３０】
　部分亜硝化工程を行う亜硝化槽４の槽内にはアンモニア酸化細菌を担持させた担体１３
が分散させてあり、曝気量の制御は、底部に設けた曝気装置５からの空気供給量を制御す
ることにより行う。
【００３１】
　亜硝化槽４の槽内で曝気を行うと、アンモニア酸化細菌による亜硝化反応が促進すると
ともに、亜硝化槽内水の無機炭素が二酸化炭素ガスに変化することによりｐＨは上昇する
。ここで、亜硝化槽４の槽内のマグネシウム、アンモニウム、リン、水酸化物イオンの各
濃度の積がリン酸マグネシウムアンモニウム粒子（ＭＡＰ粒子）の溶解度積を超えた場合
には、前記（化１）の反応によりＭＡＰ粒子の析出が生じる。
【００３２】
　本発明では、亜硝化槽４の槽内でのＭＡＰ粒子析出を抑制するために、以下に説明する
前処理工程を設けている。前処理工程では、まず急速凝集混和槽１に有機性原水１０が導
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入される。
【００３３】
　急速凝集混和槽１に流入した有機性原水には凝集剤注入ポンプ９から凝集剤が注入され
、原水に含有されるリン酸成分の凝集が生じる。凝集剤は、鉄系やアルミ系の無機凝集剤
であって、例えばリン酸鉄としてリン酸成分を凝集させるものを使用することができる。
【００３４】
　凝集剤注入量は、沈澱槽流出水１１のイオン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋]が

8×１０－８（ｍｏｌ／Ｌ）３以下となるように、ＰＯ４
３－濃度を低下させるために必

要な量とする。
【００３５】
　第１の実施形態は、沈殿槽３の流出水１１についてリン酸濃度計７ａによるＰＯ４

３－

濃度測定をおこない、ＮＨ４＋濃度想定値を６．５×１０－２（ｍｏｌ／Ｌ）、Ｍｇ２＋

濃度想定値を４×１０－４（ｍｏｌ／Ｌ）として、前記イオン積[ＰＯ４
３－][ ＮＨ４

＋

][ Ｍｇ２＋]が8×１０－８（ｍｏｌ／Ｌ）３以下となるようにリン成分を凝集制御する
制御手段を有するものである。ここで、濃度想定値は手分析測定値の年平均とする。ただ
し、季節変動が大きい場合には季節毎の平均値を用いるのが好ましい。
【００３６】
　前記リン成分凝集制御手段は、具体的には、沈殿槽３の流出水１１の自動サンプリング
手段と、リン酸濃度計７ａで当該サンプルを自動測定するリン酸濃度自動測定手段と、Ｎ
Ｈ４

＋濃度想定値とＭｇ２＋濃度想定値とを予め入力した制御装置８と、凝集剤注入ポン
プ９とからなる制御手段であり、制御装置８は、イオン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍ

ｇ２＋]が8×１０－８以下となるように、ＰＯ４
３－濃度を低下させるために必要な凝集

剤を凝集剤注入ポンプ９から注入させる制御を行うものである。なお、リン酸濃度計７ａ
は全リン濃度計を代用することもできる。
【００３７】
　凝集混和槽１からの流出水を、緩速凝集混和槽２に導入して凝集を進行させたのち、沈
殿槽３に導くことによりＳＳ成分や凝集により生じたリン酸鉄を確実に除去することがで
きる。
【００３８】
　このようにリン成分が制御された沈殿槽流出水１１を、アンモニア酸化細菌を担持させ
た担体１３が分散させてある亜硝化槽４に導入し、曝気装置５からの酸素供給により亜硝
化反応を行い、亜硝化槽４流出水を嫌気性アンモニア酸化反応槽６に導入して脱窒反応を
行った場合には、亜硝化槽４内でのスケール発生が抑制される。
【００３９】
　前記のように、ＭＡＰ粒子は、リン、アンモニア、マグネシウム、水酸化物イオンの各
モル濃度を掛け合わせたイオン積が、ＭＡＰの溶解度積以上となることにより生じるもの
である。したがって、原水が有機性原水の場合に生じるスケール成分付着の問題とは、マ
グネシウムやリンの存在しない無機性原水では生じなかった有機性原水に特有の問題であ
り、かつ、亜硝化槽での曝気により亜硝化槽内水の無機炭素が二酸化炭素ガスに変化（ｐ
Ｈ上昇を意味する）することにより亜硝化槽内水の水酸化物イオン濃度（[ ＯＨ－]）が
上昇し、イオン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋][ ＯＨ－]が大きくなり、当該イ

オン積がＭＡＰの溶解度積以上となることにより引き起こされる問題であるといえる。
【００４０】
　前記問題に対し、有機性原水を対象とする本発明では、亜硝化槽４への流入水中のリン
酸・アンモニア性窒素・マグネシウムの濃度積を８×１０－８以下に抑制する前処理工程
を設けことにより、亜硝酸型硝化工程での曝気により亜硝化槽内水１２の無機炭素が二酸
化炭素ガスに変化し、ｐＨが向上した場合であっても、亜硝化槽内水中のリン、アンモニ
ア、マグネシウム、水酸化物イオンの各モル濃度を掛け合わせたイオン積をＭＡＰの溶解
度積より小さく抑えることが可能となり、亜硝化槽におけるＭＡＰ析出によるスケール発
生を抑制可能とした。
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【００４１】
　本発明によると、ＭＡＰ粒子が析出しないため、有機性原水の脱窒反応を連続して行っ
た場合であっても亜硝化槽４の配管・散気板等へのスケール付着の問題は回避可能となる
。
【００４２】
（第２の実施形態）
　図２は第２の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。図２に示す構成は、図
１に示す構成図に更にアンモニア性窒素濃度計７ｂを設けたものである。なお、アンモニ
ア性窒素濃度計７ｂは全窒素濃度計を代用することもできる。
【００４３】
　第２の実施形態は、沈殿槽３の流出水１１についてリン酸濃度計７ａによるリン酸（Ｐ
Ｏ４

３－）濃度測定およびアンモニア性窒素（ＮＨ４
＋）濃度想定をおこない、Ｍｇ２＋

濃度想定値を４×１０－４（ｍｏｌ／Ｌ）として、イオン積[ＰＯ４
３－][ ＮＨ４

＋][ 
Ｍｇ２＋]が8×１０－８以下となるようにリン成分を凝集制御する制御手段を有するもの
である。ここで、濃度想定値は手分析測定値の年平均とする。ただし、季節変動が大きい
場合には季節毎の平均値を用いるのが好ましい。
【００４４】
　第２の実施形態では、リン成分凝集工程で窒素及びリン濃度を測定し、これらの測定値
と有機性原水の性状によって事前に決定されるマグネシウム濃度との積が8×１０－８以
下となるようにリン成分を凝集制御することにより、凝集制御精度の向上が図られ、凝集
剤添加量を抑制しつつ、スケール付着問題が解消できる。　
【００４５】
（第３の実施形態）
　図３は第３の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。図３に示す構成図は、
図２に示す構成図に更にｐＨ計７ｃを設けたものである。
【００４６】
　第３の実施形態は、沈殿槽３の流出水１１についてリン酸濃度計７ａによるリン酸（Ｐ
Ｏ４

３－）濃度測定およびアンモニア性窒素（ＮＨ４
＋）濃度想定をおこない、Ｍｇ２＋

濃度想定値を４×１０－４（ｍｏｌ／Ｌ）として、イオン積[ＰＯ４
３－][ ＮＨ４

＋][ 
Ｍｇ２＋][ ＯＨ－]が8×１０－１４以下となるようにリン成分を凝集制御する制御手段
を有するものである。ここで、濃度想定値は手分析測定値の年平均とする。ただし、季節
変動が大きい場合には季節毎の平均値を用いるのが好ましい。なお、[ ＯＨ－]は１０［

ｐＨ測定値］－１４で表わされる値である。
【００４７】
　第３の実施形態では、リン成分凝集工程では窒素及びリン濃度及びｐHを測定し、これ
らの測定値と有機性原水の性状によって事前に決定されるマグネシウム濃度との積が8×
１０－１４以下となるようにリン成分を凝集制御することにより、凝集制御精度の更なる
を向上が可能となり、凝集剤添加量を最低量におさえつつ、スケール付着問題が解消でき
る。
【００４８】
（第４の実施形態）
　図４は第４の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。図３に示す構成図は、
図３に示す構成図における沈澱槽３の代わりにろ過槽１５を設けたものである。
【００４９】
ＳＳ成分や凝集により生じたリン成分を確実に除去する手段としては、第１～３の実施形
態のように沈殿槽３を設ける手段や、第４の実施形態のようにろ過槽１５を設ける手段が
有効である。
【００５０】
（実施例）
　下水処理場で発生する汚泥返流水を原水として、図１に示す本発明の実施に好適な装置
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を使用した有機性原水の脱窒処理を行い、沈殿槽流出水１１と亜硝化槽槽内水１２のイオ
ン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋]を測定した結果を図５に示す。

【００５１】
（比較例）
　実施例と同様の原水及び装置を用い、但し凝集剤注入ポンプ９から凝集混和槽１への凝
集剤注入を行わずに有機性原水の脱窒処理を行い、沈殿槽流出水１１と亜硝化槽槽内水１
２のイオン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋]を測定した結果を図５に示す。

【００５２】
　図６に示すように、凝集混和槽１で凝集剤注入を行わない場合には、沈殿槽流出水１１
のイオン積Ｋｅ－２（＝[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋]）が８×１０－８を超えた

時点で、亜硝化槽槽内水１２（ｐＨ８．０～８．４）でのイオン積（[ＰＯ４
３－][ ＮＨ

４
＋][ Ｍｇ２＋] [ ＯＨ－]）がＭＡＰの溶解度積を超え、ＭＡＰの析出が生じる現象が

認められた。
【００５３】
　一方、本発明に係る方法に従って凝集制御を行った場合には、図５に示すように、沈殿
槽流出水１１（ｐＨ７．１～７．４）のイオン積Ｋｅ－２（＝[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][

 Ｍｇ２＋]）は８×１０－８以下に制御された。したがって、当該沈殿槽流出水１１（ｐ
Ｈ７．１～７．４）が導入される亜硝化槽４内で、曝気装置５による曝気により亜硝化槽
槽内水１２のｐＨが８．０～８．４に上昇し、亜硝化槽槽内水１２の水酸化物イオン濃度
[ ＯＨ－]が上昇した場合であっても、亜硝化槽槽内水１２でのイオン積（[ＰＯ４

３－][
 ＮＨ４

＋][ Ｍｇ２＋] [ ＯＨ－]）がＭＡＰの溶解度積を超えることはなく、ＭＡＰ析
出は認められなかった。更に本発明により、６ヶ月間連続運転した結果においても、亜硝
化槽４の配管・散気板等へのスケール付着は認められなかった。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明を実施するのに好適な装置の一例を示す構成図である。
【図２】第２の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。
【図３】第３の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。
【図４】第４の実施形態に好適な装置の一例を示す構成図である。
【図５】本発明の実施例のイオン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋]を示すグラフで

ある。
【図６】比較例のイオン積[ＰＯ４

３－][ ＮＨ４
＋][ Ｍｇ２＋]を示すグラフである。

【符号の説明】
【００５５】
１　急速凝集混和槽
２　緩速凝集混和槽
３　沈澱槽
４　亜硝化槽
５　曝気装置
６　嫌気性アンモニア酸化反応槽
７ａ　リン酸濃度計
７ｂ　アンモニア性窒素濃度計
７ｃ　ｐＨ計
８　制御装置
９　凝集剤注入ポンプ
１０　有機性原水
１１　沈澱槽流出水
１２　亜硝化槽内水
１３　アンモニア酸化細菌を担持させた担体
１４　亜硝酸槽流出水
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【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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